
令和４年４月 

 

各位 

 

一般財団法人北海道建築指導センター 

 

建築確認検査における業務区域拡大と手数料の改定について 

 

日頃より格別のご高配を賜り誠にありがとうございます。 

このたび、一般財団法人北海道建築指導センター（以下「当センター」）では北海道と連

携し、北方型住宅の建設に関する建築確認申請や住宅性能評価申請などの手続きを一括し

て申請できる「北方型住宅パッケージ」を創設し、当センターで受付を開始することとなり

ました。 

これに伴い下記のとおり建築確認検査における業務区域の拡大と手数料の改定を行うこ

とといたしました。 

今後ともサービスの充実を図り、お客様の利便性向上に努めてまいりますので、何卒ご理

解を賜りますようお願い申し上げます。 

 

記 

 

１．施行日 

・令和４年５月１日 

 

２．業務区域 

・北海道の全域 

 

３．手数料 

・次表参照 

 

 



◆確認申請手数料（単位：円、非課税）

200㎡以内のもの

200㎡を超え､500㎡以内のもの

※法第6条第1項第四号に該当する建築物で、構造計算を行った構造強度に係る審査を要する場合は、法第6

　条第1項第一号～第三号に該当する建築物とします。

※建築物（四号建築物を除く）に昇降機を設置する場合は、昇降機1基につき11,000円を加算します。

◆割引確認申請手数料（単位：円、非課税）

200㎡以内のもの

200㎡を超え､500㎡以内のもの

センター倶楽部ほっかいどう 200㎡以内のもの

会員様限定 200㎡を超え､500㎡以内のもの

※ワンストップサービス：当センターが行う他の業務を申請した、または申請する場合に適用されます。

※センター倶楽部ほっかいどう会員限定：建築主、代理者、設計者、工事監理者、工事施工者のいずれかが

　当センターが主宰する「センター倶楽部ほっかいどう」の会員様の場合に適用されます。

◆計画変更確認申請手数料（単位：円、非課税）

直前の確認申請を当センターが行っている場合は、確認申請の際に用いた料金の２分の１とします。

直前の確認申請を当センター以外の者が行っている場合は、上記の手数料を適用します。

◆中間検査申請手数料（単位：円、非課税）

200㎡以内のもの

200㎡を超え､500㎡以内のもの

※床面積の算定方法は、1階の床の施工が始まる前の工程の場合は1階の床面積とし、それ以降の工程の場合

　は、梁等の床を支える構造の主要な部分が施工されている部分は床があるものとみなして算定します。

※当該中間検査以前の工程で中間検査を行っている場合はその対象床面積を減じます。

◆完了検査申請手数料（単位：円、非課税）

200㎡以内のもの

200㎡を超え､500㎡以内のもの

※建築物(四号建築物を除く）に昇降機を設置している場合は、昇降機1台につき15,000円を加算します。

◆出張費

※出張費加算地域：札幌市、小樽市、旭川市、釧路市、帯広市、岩見沢市、苫小牧市、江別市、室蘭市、

　千歳市、深川市、恵庭市、北広島市、石狩市、登別市、伊達市、当別町、南幌町、鷹栖町、東神楽町、

　当麻町、東川町、音更町、芽室町、幕別町、釧路町、厚岸町、白糠町、白老町、厚真町、安平町及び

　むかわ町以外の地域

中間検査及び完了検査のために確認検査員等が出張する場合は、それぞれの手数料に、交通費及び宿
泊に要する費用等の実費相当額を加算します。

中間検査及び完了検査又は追加説明書の審査結果により、再検査を行うために確認検査員等が出張す
る場合は、上記の額を加算します。

床面積の合計

手数料

17,000

21,000

手数料床面積の合計

法第6条第1項

第四号に

該当する建築物

25,000

35,000

50,000

70,000

手数料

床面積の合計区分

ワンストップサービス

法第6条第1項

第四号に

該当する建築物

法第6条第1項

第一号～第三号に

該当する建築物

20,000

28,000

床面積の合計 手数料

20,000

26,000

法第6条第1項

第一号～第三号に

該当する建築物

22,500

31,500

50,000

70,000

45,000

63,000



◆北方型住宅パッケージ申請手数料（単位：円、税込）

－

該当する建築物

200㎡以内のもの

200㎡を超え､500㎡以内のもの

68,600

75,600

90,600

106,600

床面積の合計区分

設計住宅性能評価申請（長期
使用構造等である確認を要す
る）、きた住まいるサポート
システム登録保管申請の一括
申請

56,100

法第6条第1項

建築確認申請、設計住宅性能
評価申請（長期使用構造等で
ある確認を要する）、きた住
まいるサポートシステム登録
保管申請の一括申請

手数料

法第6条第1項

第四号に 第一号～第三号に

該当する建築物


